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議会運営委員会会議録 

 

平成２９年５月８日 月曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午前１１時４２分閉議（実時間９８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議長の諮問に関する事項 

 （１）議会改革について 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  鈴木田 幸 一 君 

 

※欠席委員 松 永 純 一 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局次長    嶋 田 和 博 君 

 副主幹兼議事調査係長 増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となりましたので、ただいまから議会運

営委員会を開会いたします。 

                              

◎議長の諮問に関する事項 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、議題の１

番目、議長の諮問に関する事項の（１）議会改

革についてを議題といたします。 

 まず、③番、会議出席費用弁償の見直しにつ

いてでありますが、前回の委員会におきまし

て、改革クラブと、提案会派であります連合市

民クラブを除き、第４案の現行どおりに支給す

るということで、意見の一致を見たところであ

りますが、会議出席費用弁償の見直しによる議

会費の削減効果や議員報酬とセットで考えた場

合の各会派の皆さんの意見聴取を再度お願いを

しておりました。 

 そこで、各会派の御意向はどのようになりま

したでしょうか、それぞれ御意見のほうです

ね、お聞きしたいと思います。どの会派からで

も結構でございます。挙手、あれば。 

○委員（中山諭扶哉君） 改革クラブのほうで

すね、先日は、ちょっと案のほう、ちょっと違

う話ししておりましたけど、一応現行どおりと

いうことで、多数ですね、ございましたので、

そちらのほうで、うちは構わないということで

ございました。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） その他の会派、ござ

いますか。 

○委員（古嶋津義君） 費用弁償につきまして

は、現行どおりということでございます。 

 それから、議員報酬につきましては、報酬等

審議会の審議どおり従うということでございま

した。 

 以上です。 
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○委員（増田一喜君） 費用弁償は現行どお

り、それから、報酬についても、報酬等審議会

の答申どおりに従うということでございます。 

○委員（成松由紀夫君） 同じくです。 

○委員（前垣信三君） 未来の会派は、現行ど

おりということです。 

○委員（村上光則君） うちも一緒です。現行

どおりです。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですかね、

皆さん。 

 今ほどいただきました意見でいけば、現行ど

おりというようなことでございました。 

 提案しました連合市民クラブ、私の会派です

けれども、私のほうからは、うちの会派のほう

からということでは、現行どおりというような

御意見が多いというような中で、会派で話をし

たところ、今期については現行どおりでやって

いきましょうと。次の第４期ですかね、の市議

会が発足してから、また議会改革というような

中で取り上げさせていただければと、また議論

していただければと、お願いしたいというよう

なことを付していただきたいというようなこと

がありましたので、お伝えをしておきたいとい

うふうに思いますが、継続して、また今後も

と、今期は現行どおりというようなことでいき

たいというふうに思います。 

 皆さん方、御異議、御意見ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 今、委員長の提案のと

おり、提案といいますか、市民クラブの意見も

尊重したいというふうに思います。 

 常に、改革は前に進めるべきであってです

ね、社会情勢も見ながら、話を続けていくこと

は大事かというふうに考えます。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、ただいま

の協議いたしましたとおり、議会費用弁償見直

しについては、現行どおり、今期については支

給をしていくということ、また、今後議会改革

を進める中で、審議は継続して進めていくとい

うことで、そういうことで決定することに御異

議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、続いての④番、管外行政視察の見

直し、視察成果の反映について、申し合わせ事

項のですね、内容について、皆さん方持ち帰っ

ていただいたというようなことでございます。 

 また、きょうお配りしております資料、行政

視察における申し合わせ事項案ということで、

こちらについては、前回の会議の中で御指摘い

ただいた部分について修正を加えているという

ことでございます。配付しておりますので、こ

ちらもごらんいただきながら、各会派でです

ね、いろいろと話をされてきたかというふうに

思いますので、その内容についてですね、各会

派から御意見いただければというふうに思いま

す。 

○委員（中山諭扶哉君） 改革クラブのほうか

らですね、前回提案させていただいた部分に関

してですね、一応網羅されているというふうに

思います。これでお願いしていいかというふう

に思います。よろしくお願いします。 

○委員長（野﨑伸也君） １つですね、委員長

からなんですけれども、ちょっと気になる、前

回のところでですね、気になる部分が、御意見

があった部分が、２番目のところですね、視察

前に調査目的の内容を事前に勉強する委員会を

開催し、委員の共通認識を図るというようなと

ころについて、その細かいところまでですね、

明記するのは議会のレベルを問われるんじゃな

いかというような御意見がございました。一応
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お伝えはしておきますが、この点について、何

かございませんでしたか。 

○委員（前垣信三君） 今の件ですが、勉強す

る委員会を開催しとありますが、委員会で勉強

会を開催するというわけにはいかんのですか。

例えば、委員会といいますと、正式な、こうい

った議会機関になりますし、放映もされますの

で、事前に内容を検討するのは勉強会でいいん

ではないかと。ですから、委員会で勉強会を開

催しという話、委員会でですね、勉強会を開催

するという話になれば、正式な委員会ではない

と思いますので、正式な委員会でどうするかと

いう話し合いは、例えば、放映とかの内容には

ふさわしくないと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 今、前垣委員がおっ

しゃられたとおりで、そこはもう、本来それぞ

れ自分で勉強してくるのが当たり前で、それを

また、例えば、委員会で放送して、勉強会みた

いなことはなじむかどうかというと、それこそ

議員の質というか、というふうにもなりかねん

し、また、委員会となった場合、費用弁償のこ

とであったりとかということにも関係してくる

わけなので、そこはやっぱり、従来どおりで、

ただ、事案によっては、正副委員長さんが、そ

の事柄によっちゃあ、これはもうちょっと詰め

て勉強会せないかんというところの正副委員長

の判断のときには、また、その都度考えるとい

うことで、従来どおりでいいんじゃないですか

ね。 

○委員（亀田英雄君） そんな感じでよかろう

かと思うんですよね。だけ、言えば、委員長判

断によりていう部分をどこに入れれば、内容を

事前に委員長判断によりというとが１つ入れば

ですたい、そこが網羅されるんじゃないですか

ね。強制じゃなくてですたい、あとは委員長判

断だということを考えながら見ていました。 

○委員長（野﨑伸也君） 今の御意見からいけ

ば、特段削除というようなところではないのか

なというふうに思います。ちょっとまとめまし

たけれども、読み上げますよ、よろしいです

か。 

 視察前には、委員長判断により調査目的の内

容を、事前に委員会で勉強会を開催し、委員の

共通認識を図る、ですよね。これは逆ですね。 

○委員（成松由紀夫君） もう一回よかです

か。 

○委員長（野﨑伸也君） 視察前には、委員長

判断により調査目的の内容を事前に委員会で勉

強会を開催し、委員の共通認識を図る。委員長

判断と。 

○委員（成松由紀夫君） 開催し、じゃなく

て、開催することができるでいいんじゃないで

すか。そうしないと。 

○委員（村川清則君） 委員の共通認識を図る

ことができる。 

○委員（亀田英雄君） 共通認識を図ることが

目的ですから。 

○委員（山本幸廣君） 前は削除してよかじゃ

なかか、勉強会のとは。そこは削除してから

さ、語尾のところだけ、委員の共通認識をす

る。 

○委員長（野﨑伸也君） 勉強する委員会は要

らんですね。調査目的の内容を。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長の判断により

でしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 委員長の判断によ

り、まとめられたかな、今ので、大丈夫。

（｢次回にまとめて」と呼ぶ者あり）わかりま

した。 

○委員（山本幸廣君） これは、１からのずっ

と流れですもんね。 

○委員長（野﨑伸也君） そぎゃんですね。そ

の辺から多分提案したと思います。 

○委員（山本幸廣君） だけんでから、２につ

いては、はっきり言って、今引っかかっとるの

が、勉強する委員会を開催て、それを削除し
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て、委員の共通認識でよかっちゃなかですか。

委員長判断に。勉強すっとは当たり前のことだ

もん。その１のときに、もう提案しとうわけん

でけん、何を目的として視察に行くのかという

のは、各委員からですたい、提案しとるわけだ

けんでから、そのとき勉強して提案するわけだ

けん。勉強せんで、誰か聞いたから提案するわ

けにはいかんわけだけん。自分が行き先か何か

勉強してからたい。 

○委員（成松由紀夫君） 今の話でよかっちゃ

なかですか。前の勉強会を外して、共通認識を

図ることができるという手法の中に入ると思い

ます。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、項目の２

番目についてはですね、削除する部分、若干あ

るということでしたし、委員の共通認識を図る

ことが目的なんだということがありましたん

で、修正をかけさせてください。 

 ほかの項目についてはよろしいですか。特に

なければ。 

○委員（山本幸廣君） ５番目のところの、委

員それぞれの復命書を作成しというのは、この

前ちょっと議論したっちゃなかったかな。この

件については、何か議論して、もう。 

○委員長（野﨑伸也君） 前回はですね、委員

長が復命書を作成し、委員は所感のみでよいと

いうことになってます、というような話をした

ところです。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） その件で、

これまでの議運の取り決めの報告がありますか

ら、増田のほうから。 

○副主幹兼議事調査係長（増田智郁君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり） 

 ただいま行政視察の復命書につきまして、御

議論をしていただいているところですが、これ

までの経緯について、ちょっと御説明のほうを

させていただきたいと思います。 

 平成２５年の改選前の議会改革特別委員会で

も、本件につきましては議論がなされていると

ころでございました。 

 そもそも、復命書につきましては、それまで

議会事務局のほうが主になりまして、していた

ところですが、常任委員会の委員長、副委員

長、それと各委員さんも交えたところで復命書

をつくろうという経緯でございまして、平成２

４年の５月の議運の中でですね、取りまとめの

復命書のスタイルを統一をさせていただいてい

るところでございます。 

 それが、これまでとちょっと違うところが、

まず、視察の目的、視察先の目的は、やっぱり

入れないといけないというところで入れさせて

いただいたと。 

 それと、事務局と、あと議員さんたちの役割

のところでですね、内容の概要につきまして

は、事務局のほうで、テープレコーダーの関係

もございますので、質疑応答までは入れさせて

いただきまして、その最後、視察を終えてとい

うところで、今、各常任委員会、会派の視察で

出していただいてます所見については、視察を

終えて、委員長以下副委員長、委員のそれぞれ

の方が出していただくというスタイルを、平成

２４年に一応役割分担というところで統一をさ

せていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 今の事務局の報告も

含めて、項目５番についてですね、何か御意見

ございますか。 

○委員（亀田英雄君） 会派の部分はホームペ

ージに掲載するでしょうが、委員会の部分は、

掲載されとらんだったはずですよね、みたいに

感じておりますが、その辺の経緯もちょっと、

あわせて、なぜそうなっているのか。それが事

実なのか。その経過も含めてちょっと、もう少

し話してください。 

○副主幹兼議事調査係長（増田智郁君） ただ
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いまのホームページの掲載でございますが、ち

ょっとそこまでたどり着いた経緯についてはで

すね、ちょっと、その当時の記録を見てみない

といけませんのですが、現実的に、常任委員会

の復命書については、まだ掲示はしていない

と。会派の分についてはですね、領収書等の関

連も公開しているというのもございますので、

情報プラザのほうにですね、置かせていただい

ているというのが現状でございます。 

 常任委員会は、特段ホームページ等には載せ

ておりません。ただ、復命書つづりというので

は、保管だけはしているというところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） そんなこともあってで

すね、やっぱり公開する、それもきちんと公開

して、広く知らしめるべきだと。それを八代市

の行政に反映するべきという考え方のもとに、

この提案ということですので、その辺も御承知

おきいただければ、みんなに、そこが共通認識

となればですね、いい話なんです。 

○委員（村川清則君） 事務局にお尋ねだけど

も、それぞれが復命書を作成し、て書いてある

けれども、現行、復命書があって、各委員は視

察を終えての思うところであったり、所見であ

ったりを書いて出せばいいと、現行はそうなっ

てるということですか。 

○副主幹兼議事調査係長（増田智郁君） そう

です。 

○委員（村川清則君） じゃあ、この書き方は

ちょっと、それぞれが復命書を作成し、提出す

るとなれば、最初から書くような感じですよ、

これ。だから、ちょっとこれ。だから、総括が

あって、各委員は所見を、各会派の視察みたい

な感じで提出すれば、それでいいというような

書き方のほうがよかっじゃなかですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 今の御意見について

はですね、前回の会議の中で、そういった御意

見があったということで、まとめて、皆さんに

もお配りはしてあっとですけれども、まとめて

ありますんで、それも踏まえていかがですか

と、今御意見を伺いたいと。現行は、今こうい

う状況ですというような御報告があったんです

けれども、それを踏まえて、改革クラブのほう

からは、こういうふうに変えたほうがいいんじ

ゃないかというようなことで御提案があってる

ということでございますので。 

○委員（増田一喜君） 要は、委員会の視察の

復命書、それから、所感はそのままでいって、

最終的に、先ほど亀田委員が言われたように、

ホームページに出すということで、それを、現

行のやつにこれをつけ加えるということでいい

んじゃないですかね。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、もう一度

よろしいですか。現行のやつに。 

○委員（増田一喜君） に、議会ホームページ

に出すと、掲載するちゅうことで。公開したい

ちゅうことでしょう。今まで公開されてないか

ら、公開したいちゅうことだから。だから、そ

の部分をつけ加えてやればいいんじゃないです

か。上の部分じゃなくて、この視察後には、委

員それぞれが復命書を作成し提出すると、云々

と書いてありますけど、これじゃなくて、現行

のやつの文言の中に、プラス、議会ホームペー

ジに掲載すると。公開するちゅうことでしょ

う。 

○委員長（野﨑伸也君） 提案されております

改革クラブのほうからは、何か今の意見に対し

てはありますか。 

○委員（亀田英雄君） 全然構いません。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） きちんと、だけん、出

しましょうという話ですから。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 ということは、ここの文言は若干修正をかけ

ないといけないですね。 
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 じゃあ、この分についても、文言の修正を少

しかけさせていただくということでよろしいで

すかね。 

○委員（古嶋津義君） 視察後、委員それぞれ

が復命書って、ここは所見でよかっでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 所見になりますね、

はい。 

○委員（山本幸廣君） 前回のときには、所見

ってなっておったと思います。だから、私はち

ょっと、これについては削除したらいいんじゃ

ないかなというような考えで質問させていただ

いたんですが、あとの復命書と、総括と視察の

費用は議会のホームページで、これを２５年の

ときには、増田のほうから、今説明があったよ

うにですね、常任委員会については、ホームペ

ージ、開いてないというような状況であります

ので、それをホームページに記載するという、

掲示をするということでですね、理解をしてい

ただければと、それを諮っていただければ、そ

ういうふうにしたほうがいいんじゃないかなと

思います。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 そのほか御意見ございませんか。 

○委員（前垣信三君） 確認です。事務局に確

認ですが、ホームページを作成するということ

自体は、非常に手間がかかるとか、何か難しい

問題がありますか。 

○副主幹兼議事調査係長（増田智郁君） ただ

いま市議会独自のホームページは持っておりま

せんで、市のホームページの１コマの中に、市

議会というコマがありますので、そこのコマに

ですね、行政視察のコーナーは、もう既に設け

ておりますので、そこに１つ足し込めば可能か

とは思われます。あと、技術的な部分は、広報

の担当の課と打ち合わせをしないといけません

が。 

○委員（前垣信三君） わかりました。 

○委員（増田一喜君） ６番目の文言ちゅう

か、字のところなんですけどね、最後のほう

の、場合によっては執行部を同席を要請する

と、執行部の同席をで、ちょっと文字が１つ、

そっちのほうがいいんじゃないかなと。 

○委員長（野﨑伸也君） 執行部の同席を要請

する。６番です。 

○委員（山本幸廣君） 執行部をって、執行部

を同席、次の「を」を取り外せばよかったい。

執行部を同席要請すると。 

○委員長（野﨑伸也君） そこはちょっと検討

させてください、「の」と「を」のところは。 

○委員（山本幸廣君） 私はそのほうがよかご

たる。 

○委員（成松由紀夫君） この６番のですね、

そもそも論ばってん、視察の内容を話し合う委

員会を開催し、ていうのもですよ、さっきの勉

強会と同じ取り扱いで、正副委員長の、まあ、

委員長の判断でよかですけど、委員長の判断に

より開催することができるで、その都度、ま

た、中には先進地と思って行ったら、先進地じ

ゃなかった。たまたま、よくよくニュアンスが

違っとって、その視察自体が、うちのほうが先

に行っとったなという場合があるじゃないです

か。特に、質疑のやりとりのときに、後から、

だんだん的外れになってきたりするときも、大

体ぞぎゃんときは、八代のほうが先行っとった

りする場合もあるので、そういう部分につい

て、また委員会を開催しということになると、

また、あれなので、２番と一緒でですよ、視察

後、１カ月以内というのも、別にそのときの行

事によっちゃあ、１カ月以内でなからんば、こ

れはでけんという話で、１カ月越えても勉強会

せんばんときはせなんわけだけん、だけん、視

察後、視察内容を、委員長の判断により、市政

への反映方法などを検討することができると、

シンプルにして、場合よっては執行部の同席を

要請するというぐらいにしとったほうが、どっ

ちにしろ、２番とリンクすっとかな。そのとき
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そのときの事案で違ってくるけん、うちが先に

行っとる場合が、多々あったりするときもある

けんですね、だけん、そこは委員長が招集かけ

て、勉強会を事前にする場合もあれば、視察に

行ってきて、ああ、これはちょっとうちに生か

したいし、共通認識ば、また、委員の共通認識

を図りたいと、委員長が思えばですよ、するこ

とができるということにしとけば、視察の前も

後ろもきちんと固まりゃせんですかね。その程

度がいいと思いますよ。 

○委員長（野﨑伸也君） ２番とリンクする部

分ということで、委員長の判断というところが

重要なキーポイントなんだろうと、今回もです

ね、思うんですけれども、そういった御意見で

したけれども、今の御意見に対して、提出され

ております改革さんのほうからありますか。 

○委員（亀田英雄君） ２番とリンクするとい

う感じがするんですが、この６番のほうが大事

だと思うんですよ。委員会活動をもっと活発に

すべきだしという思いがあります。 

 今、なかなか委員会とあってもですよ、年に

４回で、あと、費用弁償を気にしながら、委員

会を開催されないちゅう雰囲気があっじゃなか

ですか。じゃあ、なくてですたい、必要な委員

会というのは積極的に開くべきだし、視察に行

って、何もなかったじゃあ、それはあからんで

すもん。何かつかまえてこんばですたい。そし

て、ここは八代にどげんかしよういうて、いう

気持ちで視察に行くようにしないと。 

 だけん、６番な、もう、私とすれば、提案者

としては、６番のほうは、２番とリンクする話

ではなくて、６番はしっかり開催してほしいな

と。ほかの所管事務調査等でもですたい、委員

長、よございますか、ほかに所管事務調査とあ

わせてでも、これはすべきだというふうに考え

て、提案した次第です。 

○委員（成松由紀夫君） だから、やっていた

だいて結構なんですけど、ただ、その。 

○委員（亀田英雄君） ニュアンスが違うとい

う話ばしとるんです。 

○委員（成松由紀夫君） ニュアンスが、思い

も、言いよらす意味もようわかるし、だけん、

ただ、この１カ月以内とか云々じゃなくて、そ

れは、例えば、そのときの行事日程じゃ、ちょ

っと置いても委員長がやると言えば、やればい

いわけであって、費用弁償を気にして、委員会

の開催を云々ではなくて、そういう部分があれ

ば、勉強会でもよかわけだし、いやいや、これ

はきちっと反映させる部分で、正式な委員会を

開くんだというのも、また正副委員長の判断だ

ろうけんで、そこはそれでいかかればいいんじ

ゃないですかね、と思うんですけど。 

○委員長（野﨑伸也君） 委員長の判断という

のが、今回の申し合わせの中でもですね、大事

なところなんだろうと思うんですけれども、委

員長が、判断によれば、定時の委員会の中にそ

れを入れ込んで、一緒に話し合いをする機会を

設けるというのもありかなというふうには思い

ますので、そういった判断だろうというふうに

は思います。 

 １カ月というのがですね、前回の会議の中で

は、速やかにというふうに変更したらどうかと

いうような御意見がですね、たしか古嶋委員の

ほうからあったというふうに思ってますんで、

速やかというようなふうに、必要に応じてと、

委員長は必要に応じて視察後速やかに、という

ような文言のほうに変更していけばどうかなと

いうふうには思いますけれども。 

○委員（亀田英雄君） その辺は柔軟に対応い

ただいて結構だというふうに考えます。 

 先ほどニュアンスが違うんですよという話

を、ちょっとしたかったんです。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 ほかに御意見ございませんか。 

○委員（前垣信三君） この６番ですかね、要

は、ここは放映されとるからあれなんですが、
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議員は何しよっとかいと、何の視察に行くとか

いという話を結構聞きます。ですから、成果だ

けはですね、ちゃんとした委員会を開いて、市

民の皆さんにわかってもらう。先ほどホームペ

ージを開けば云々という話もありましたので、

ホームページを見ればいいんでしょうけれど、

簡単に、今はスマホで見れますから、できれば

ですね、おっしゃったように、近いうちに、近

い時期に委員会を開催して、この報告をするよ

うな委員会はとってもいいんじゃないかと思い

ます。 

○委員（中山諭扶哉君） 今ですね、現状、ほ

とんどそういうことがされていないということ

が、公費を使って行っているわけですから、そ

こら辺がですね、必要じゃないかなと思います

し、この部分も肝になってくるんじゃないかな

というふうに思います。 

 ぜひ、それはする方向というところで決めた

ほうがいいんじゃないかなと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 私が最初、１カ月以

内が、視察後速やかにで、視察内容を委員会を

開催し云々となって、市政への反映方法など検

討することができると言うたのは、今ちょっと

話聞いとったら、視察に行って、ニュアンス的

にですよ、市民の方々から、我々も言われるこ

とがあります。いろいろ、私もＳＮＳ等で報告

しますので。どこどこ行っとったない。あれ

は、それをしよらんかったころはですね、主ど

もは旅行行きよっとだろうみたいなニュアンス

が多かったんですけど、そこをきちっと報告す

ると、ああ、内容はごきゃんところで、あがん

とこ行ってということにもなるし、また、そう

いう手法を使わなくても、議員さん方が、じゃ

あ、今視察に行ってから、何も反映させとらん

かちゅうたら、そうじゃなくて、一般質問の中

で、どこどこの何々市に行ってまいりまして、

こうこうこうでこうでしたというくだりで、結

構皆さん、議員さん方質問で活用しよんなっと

ると思うですね、常任委員会以外でも。会派の

視察だろうが、常任委員会の視察でも、出かけ

て行って、こうこうこうでこうでしたという部

分で、一般質問の中で政策提言しよんなるわけ

だけん、だけん、何か余りにも市民の方々に、

そういうふうに問われることが多い中でという

部分での報告会的なことではなくて、それがで

きますよと、必要に応じてできるんですよとい

うスタンスにしとかんと、あんまりこれをがち

がちにしよったら、ほんなこて、視察に行っ

て、何も反映されとらんかったようなことを、

議会自身が肯定するような気がするのも危惧す

っとですよね。実際、皆さん行って、反映させ

て、一般質問の中等々でも取り上げて、先進地

のことは事例を話しながら、こういうふうに八

代はしたほうがいいんじゃないのという質問は

されとるわけですから、だけん、そういうこと

を考えての、さっきの、することができるとい

う形で、少し柔軟にしていただいたほうがいい

というふうなことで発言をした次第です。 

○委員長（野﨑伸也君） ちょっと今、意見聞

いとって、私思ったとが、することができると

いうとと、委員長判断というとは、私はイコー

ルかと思うとですよ。委員長判断でということ

なんで、できるという表現は、この中にはです

ね、することができるというのは、ここにそぐ

わんとかなと思うとです。申し合わせ事項とか

というところの文言の中にはですね、すること

ができるというとは、ちょっとそぐわないかな

と思うんで、委員長判断というとが入ってます

んで、そこはそのままでよかじゃなかろうか

と。委員長の判断でやっていこうと、委員長の

権限ちゅうか、委員長さんの主体性というとば

ですね、求めてる部分ではありますんで。だけ

ん、ことができるというのは、特に要らんかな

というふうには、私は思ったところです。 

○委員（成松由紀夫君） というか、そこは、

確かに意味は、ニュアンスは一緒なんですけ
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ど、することができるとかというのは、よく条

例の文言上とか、何かありますね、ただし書き

でも、市長の、それ以外のことができるとい

う、だから、あくまで表記の部分なんで、する

というよりも、することができるというほう

が、意味は一緒なんですよ、委員長が言われて

いるとおり。ただ、そのほうがいいのかなと、

文言上ですね、行政用語じゃないですけど、そ

ういう意味合いの類いなので。 

○委員（山本幸廣君） 申し合わせ事項の

（案）の中で、上段のほうから３行目までが、

申し合わせの事項なんですね。それによって、

下段にいきますと、このようなことをしたらど

うかなというふうな申し合わせですから、文

言、文言については、変えるところも多々あっ

たわけですけんでから、この視察後というの

が、視察前後の対応が最も重要であることか

ら、下記によって遵守するものとするというこ

とで、上段できちっと位置づけをしてあるんで

すよね。６番については、視察後ですから、視

察後については、報告をすると、報告会をする

ということを、委員会でするのか、どこでする

のかというのは、これは委員長が、そこあたり

を判断をしていただければというふうに、解釈

をですよ、そういうふうな解釈で認識をしとけ

ばよかっちゃなかですかね。あんまりがんじが

らめになってしもうてからですたい、それはも

う、１から６までですたい、１字１字すれば、

それはもう、今言われた、かんじがらめになっ

てしまうから、やっぱりオープンの中、ある程

度のソフトでいっとけば。申し合わせ事項です

けんでから、あんまりぎちぎちした申し合わせ

事項じゃなくしてから、上段できちんと位置づ

けしてあるけんでから、あとは、視察に行く前

と視察後の報告をどうするかということ、どう

やって活用していくかと、市民にどうやってか

ら広めるかということだけんでから。 

○委員（村上光則君） せっかくの協議の中で

ですね、今、前垣さんからも言われました、成

松委員からも言われましたけれども、恐らく市

民の皆さん方はですね、本当に、何しに行くと

かいて、この前も言いましたけども、あんただ

ん旅行に行きゃせんとか、旅行の気持ちでおっ

とじゃなかっかという、そういう意見がです

ね、市民には多かっですよ、実際。だから、私

は、本当にこれには、行政視察はですね、廃止

したほうがよかと思うとですよ。今までもそぎ

ゃんでしょう。別に何も効果があったわけじゃ

なかて思うですよ。一般質問でどうのこうのじ

ゃなかて思うですよ。（｢効果はある」と呼ぶ

者あり）だけん、これは、委員長に聞きます

が、強制ですか、これは。行く、行かんは強制

ですか。（｢それは、そもそも論で論外です

よ」と呼ぶ者あり）論外かもしれんですよ。し

かし、尋ねとかんとですね、大事なことでしょ

う。欠席する、欠席せんは大事なことだから。

強制ですかと、だから、聞きよっとですよ。 

○委員長（野﨑伸也君） 特に強制ではなかと

は思うとですけれども、ここにも書いてあると

おり、視察に行くというとを、委員会で決めた

ということであれば、そこの委員さん方が共通

認識ば図って、何を勉強するかと、何を反映さ

せるかというところの部分はですね、一番重要

なのかなと思います。 

 ただ、強制、強制じゃないというとは、公

務、公務じゃないというのがありますんで、強

制じゃないというともおかしかかもしれんです

けど、強制かもしれんし、強制でもないかもし

れんです。ただ、何かいろいろと個人のです

ね、いろんな都合もあるだろうし、行けない理

由もあるだろうし、たまにはですね、そこはや

っぱり柔軟に。委員長判断がそこにもあると思

いますよ、各委員長のですね。 

○委員（村上光則君） そぎゃんですね。 

 だから、先進地を今までですね、私も１８年

間見てきましたけど、行ってきましたけども、
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八代に、それが何かためになったちゅうこと、

皆さん、ありますか。これがこぎゃんなったち

ゅうことありますか。何もなかでしょう。言い

切らんでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 村上委員、とりあえ

ず、今の議会の中で、皆さんで行きましょうね

というのは、共通認識のところでやられてます

んで、その行く、行かんとか、行政視察を廃止

しようとかという議論はですね、また別のとこ

ろで、今後ですね、話をしたほうがいいかな

と。 

○委員（村上光則君） 市民からいろいろ言わ

れておりますから、いかがなものですかと言い

たかですよ。 

○委員（成松由紀夫君） 今まで成果がないっ

て言い切られると、話がおかしくなって、そう

言い切らんでしょうとなれば、いろいろな例は

ありますよね。子供の乳幼児医療費の引き上げ

だったりとか、そういうのも先進地、どんどん

１期目のときから、村上委員も一緒に見に行き

なったし、実際保育料の無料化、第３子以降の

部分だって、先進地見たり、いろいろ、ほら、

その時々、環境センターだって、最初は何のこ

とかわけわらんでも、ストーカー式か溶融式か

なんちゅうのも、各会派で行かれたり、建設環

境委員会で行ったりとか、そういうもろもろ

が、全くないでしょうと言い切ると、全くそう

ではないので、そこは、それぞれ議員さんたち

が勉強してきて、一般質問に反映させてきてい

るという部分では、ちゃんと成果があるし、ま

た、その中が、今の行政に反映されているとい

う事実もあるので、そこはそれとして見らん

と、行って何もなかったろうがというとば全否

定するのは自分たち、村上さんも含めた全議員

を否定する。 

○委員（村上光則君） それは認識の違いと思

います。 

○委員長（野﨑伸也君） 済みません、とりあ

えず、村上委員からそういった御意見があると

いうのは、御理解するところなんですけれど

も、そういった御意見、世間一般からですね、

市民の皆さんから言われていることがあるから

こそ、そういったものを踏まえて、今回こうい

うことを、ちゃんとルールづくりしましょうね

というような御提案だろうというふうに思うと

ですよね。だけ、そこでまた、こっちのほうの

中でですね、文言等をですね、反映させていけ

ればというふうに思いますんで、議会改革を、

まだずっと進めていく中で、じゃあ、行政視察

を廃止するのか、しないのかというのも、そこ

でまた、項目としてですね、上げていっていけ

ばいいのかなというふうに思います。 

 それではですね、御意見のほうが出尽くした

のかなというふうに思いますけど、よろしいで

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） おおむねですね、皆

さん方から、この申し合わせ事項案については

ですね、了解を得られたんじゃないかなという

ふうに思います。 

 今ほど、いろいろと御意見のあった文言の修

正とかというのがありますけれども、そちらに

ついてはですね、私、委員長のほうにですね、

御一任いただきたいというふうに思います。前

回の申し合わせ事項のほうもですね、そのよう

に対応させていただいたんですけれども、要

は、この行政視察における申し合わせ事項の中

で重要なのは、ホームページに掲載していきま

すよというのが、ちょっと変わっていきますん

で、議員の皆さんがですね、御認識いただかな

きゃならないのかなというふうに思います。あ

とは、委員長さんがですね、主体性を持って、

またやっていってもらうというのがありますん

で、そこら辺についてもですね、またレクチャ

ーのところで話もさせていただければというふ

うに思います。 
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 行政視察における申し合わせ事項案について

は、御協議いただきましたけれども、修正は委

員長にお任せいただくということ、この内容で

決定していくということで、御異議ございませ

んか。 

○委員（成松由紀夫君） その手直ししたの

を、また確認する場はあるんでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 前回と同様ですね、

また、各会派のほうにお配りしますんで、直し

たところ。何かあれば、また、委員長のほうに

上げていただくということでしていきたいとい

うふうに思います。 

○委員（成松由紀夫君） 了解しました。 

○委員長（野﨑伸也君） もう一回確認します

けれども、行政視察における申し合わせ事項案

については、協議いたしましたとおり決定して

いくと、このように決定していくということで

御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、⑤番目、議会のＩＣＴ化（タブレ

ット導入など）について、各会派お持ち帰りい

ただいておりましたけれども、協議内容につい

て、御報告いただければというふうに思いま

す。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、前回までのま

とめを、流れをちょっとばっかり報告していた

だければ参考になりますから。 

○委員長（野﨑伸也君） では、一旦小会しま

す。 

（午前１０時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４５分 本会） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、本会に戻

します。 

 今ほど、山本委員から、前回の話の内容とい

うことで、お聞きしたいということでしたん

で、まとめていただいているものをですね、お

配りしておりますので、ごらんになっていただ

ければというふうに思います。 

 特に、何か皆さん方から御意見ございません

でしたか、会派のほうからは。 

 前回ですね、とりあえず連絡網の整備につい

てはですね、進めていきましょうと、大まかな

流れでですね、一番、各議員がですね、欲しい

情報のところに、いろんな会議開催だったり、

そういったものをお知らせする。あわせて紙媒

体、今の現在の状況も並行してやっていこうと

いうようなところについては、おおむね御理解

があったのかなというふうには思います。 

 あと、タブレットの導入とかですね、そうい

ったところ、議会の中で使えるかどうかという

話については、若干ですね、御意見が食い違い

とかがあったような気もありました。 

 あと、先進地の視察の関係もですね、お話が

あったところでございますけれども。視察の件

については、ちょっと事務局のほうとも話をさ

せていただいたんですが、天草市さんのほうが

ですね、取り組まれているというようなことで

ございまして、視察の受け入れはですね、オー

ケーだったですよね。オーケーというようなこ

とだったんですけれども、なかなか日程がです

ね、調整できないということがありましたん

で、お伝えはしておきます。 

○委員（中山諭扶哉君） ＷｉＦｉ設置の件

が、お話あったんですけど、よければですね、

次回、会派の控室をですね、つくられるとき

に、電話の工事も一緒にされるということです

から、ＷｉＦｉのですね、工事もですね、ぜひ

一緒にしていただければですね、パソコン、タ

ブレット、あとスマートフォン、スマホです

ね、全部有効に使えるようになるというふうに

思いますので、例えば、次回のですね、会派室

をつくるときに、一緒にということで、お願い

できればなというふうに思います。 
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○委員長（野﨑伸也君） 今の御意見に、何か

ございますか。 

 前回のときもそうだったですけん、そういっ

た話でですね、御認識はいただいてたかなと思

いますけど、再度御要請ということでございま

す。 

○委員（成松由紀夫君） 会派控室は、設置予

定はいつぐらいですか、実際。 

○委員長（野﨑伸也君） 早い時期にというよ

うな要望もですね、いただいております。私自

身も早くつくってほしいというのはあったんで

すけれども、結局は、改選後だと、後になろう

かと思います。事務局のほうともいろいろと話

をさせていただいて、最終的には、改選後じゃ

ないと、今の状況が続くのかどうかもわからん

というのがありますので、改選されて、またパ

ーティションをこうやってというのは、また費

用がかかりますんで、改選後が現実的だろうと

いうような話はしております。 

○委員（成松由紀夫君） そういうことも踏ま

えてですが、時代の流れで、ＩＣＴ化は避けて

通れないだろうということだったんですが、こ

の間の議員団会議の中では、やっぱり時期尚早

の声が多くて、私は、それなりにどうですかと

いう話はしたんですけども、やっぱりどうして

も、それは、議員さん方それぞれの考えがあっ

て、拙速に進められても、まず、入り口のとこ

ろから、また、やらっさんといかんところもあ

るのでですね、スピード感を持って、こういっ

たところはというのは、皆さん思いはありまし

ょうけれども、なかなか対応に難しいという議

員さん方の意見も酌み取っていただきたいなと

いうふうには思います。そういう声があったち

ゅうことをですね、強く。 

○委員（中山諭扶哉君） 確かにですね、そう

いう声が多いというふうに思います。先日です

ね、お話ありましたとおりですね、例えば、紙

媒体と、今までどおりの紙媒体と、導入に当た

って、タブレットでもですね、導入すると、両

方ですね、一緒にやったらどうかちゅう声もあ

りましたんで、そこら辺も柔軟に考えていただ

ければなあということです。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。 

○委員（前垣信三君） ほかの自治体がやっと

ることを、うちがでけんちゅうことはなかと思

うとですけど、何でんそうですが、使ってみり

ゃ、大したことはなかですよね。 

 当面ですよ、これは事務局にお尋ねですが、

今配付されとる資料、タブレットのメールアド

レスを届け出した議員には、テストで、そうい

う送り方をしてみたらどうかなと。いろんなツ

ールがあるじゃないですか。そのあたりを、あ

そこの文書箱に入れるんじゃなくて、もうメー

ルで送ってくれたら、見るほうは、それを見り

ゃ済むわけですから。強制でも何でもない。送

ってくれと、届けを出した議員には、試行です

けど、そのあたりをやってみると、だんだん皆

さんの認識が変わってきはせんかなと思います

よね。そのあたりはどうですか、事務局は。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） メール等で

のですね、連絡についてはですね、数年前に、

実は事務連絡程度のものについては、あらかじ

め登録いただいたメール先にですね、送信する

ような形をとれないものかと、例えば、慶弔ご

ととかですね、冠婚葬祭、そういった、特にお

亡くなりになられた連絡とか、それぞれの常任

委員会の担当が３２名の議員さんにそれぞれ連

絡をとっていると、その都度ですね。なかなか

連絡とれずに、何度もお電話差し上げるという

ような場面もあるもんですから、まずは、そう

いった事務連絡程度のものから始めようという

ことで、議員さん方のメールアドレスを収集し

た時期もありました。３２名中、約７割か８割

の収集まではしたとこだったんですが、なかな

か、かなり抵抗を示される、当時の議員さん、
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いらしたりもしてですね、結局実現はしなかっ

たんですが、今、前垣委員おっしゃるとおりで

すね、あらかじめ、また出していただいたメー

ルアドレスなりの先に、セキュリティーの関係

もありますので、どこまでの情報を送れるかと

いうのは、ちょっと執行部との協議も必要にな

りますけど、試験的な、そういった導入は可能

だと思います。 

○委員（前垣信三君） ここで見ると、上から

２番目の年寄りが結構使うとるとですけん、や

ろうと思やあ、できんことはなかと思うとです

よね。ですから、よければ、試しにやってもら

って、皆さん方の反応を見てもいいかなと、私

は思います。 

○委員（成松由紀夫君） もうメールは当たり

前という感覚で、ちょっと話をすると、抵抗さ

れる議員さん方、そのメールアドレスがわから

んとぞというところの話になって、非常に、こ

れについては温度差もあって、やっぱり大事な

部分は、今までの文書と、それとやっぱり、し

っかり事務局が慶弔ごとなんかは連絡をとって

しないと、このメールもですよ、例えば、フェ

イスブックだの、ラインだの、メッセンジャー

だの、何だのとなったら、これもですね、案外

煩雑になってきて、何が何だったか、１日に、

どうかすると５０本、６０本とかなってくると

ですね、その中に議会の大事なやつが入ってく

るというところと、あとまた、情報次第じゃ、

さっき言いなるごとセキュリティーの問題等々

もあるようなので、まず、メールの部分で試験

的にとりあえずやってみてというのは、それは

それでいいと思うとですけども、そこの温度差

だけは少し認識しとってもらわんと、ちゃんと

言うてくれたっかいっていう話に、また我々も

なるんで、そこは理解していただきたいなと思

います。 

○委員（前垣信三君） 強制ではなくて、テス

トですから、申し出た人だけに送ってみりゃよ

かっですもんね。 

○委員（中山諭扶哉君） 一括でも、手間はそ

んな変わらないんで。 

○委員（山本幸廣君） 要は、前回の委員会で

の課題というのをですね、出し合って、これを

ずっと目を通してみてもですね、すぐできるも

のと、すぐできないもの、ここらあたりがあり

ますから、先ほど中山委員からのお願い事とい

いますか、会派室についての、その設置等につ

いてもですね、やっぱし検討は検討していかに

ゃいかんけんですね、事務局サイドで大変なこ

とばってんが、一つ一つできる範囲内からた

い、解決していこうということをしていけば、

案外前に進んでいくと思うとですよね。ＩＴと

かＩＣとか、おどま、ＪＴもたばこも飲みやな

らんごとなったけん、何なっとばいと言った

ら、ばったり行かんけんでから、そういう一つ

の情報化が進んでいくのは間違いわけですよ

ね。それには、八代市議会としても乗りおくれ

るわけはいけないわけですから、一つ一つ解決

をしていただければなと、いけばいいんじゃな

いかなというふうに思いますので、前に、委員

長、進めてください。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、わかりまし

た。 

 ほかに御意見ございますか。 

○委員（成松由紀夫君） 今言われたように、

前回の上がっとる部分の中で、現実的にこれは

可能、これが可能じゃないというのを、もう一

回整理してもらって出してもらったときに、ま

た、どうだよねという話にしたほうがいいんじ

ゃないですかね。なかなか、この問題は難しい

と思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 前回からですね、そ

ういった、同じような話だったと、意見だった

と思うんですよ。それを持ち帰っていただいて

どうかというようなことで、きょう開催しとっ

とですけれども、あらかたですね、また前回と
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同じような御意見だったかなというふうに思い

ます。 

 少し、ちょっとまとめさせていただきたいと

思うんですが、連絡手段についてはですね、今

までの現行どおりの紙媒体でやっていただく。

あとは、連絡ですね、電話での連絡というのも

やっていただくということとあわせて、可能で

あればですね、メールとか、自分の各議員さん

のお好きな媒体にですね、事務局のほうから発

信していただくと。この両方を並行でですね、

進めさせていくということは御理解をいただけ

ているのかなというふうに思いますんで、こち

らについては、ちょっと切り分けてやらせてい

ただきたいと思うんですけれども、今の部分に

ついて、連絡手段とかですね、の部分について

は並行してやっていくということで、御異議ご

ざいませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） では、そちらについ

ては、決定していくということでございます。 

 あとですね、ＷｉＦｉ設置についてはです

ね、今、御要望があったところなんですが、事

務局のほうと、また協議をちょっとさせていた

だければと思うんですが。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 今、中山委

員さんから提案がありましたＷｉＦｉ整備につ

いてはですね、事務局としましても、近々控室

を整備するに当たって、ラインの確保とかです

ね、そういった部分の物理的な工事が必要にな

ってきますもんですから、ＷｉＦｉを設置した

場合にはですね、コードレス化も図れるという

ことで、そういった工事費も削減できる。それ

に、導入するに当たって、イニシャルコストは

かかりますけど、ランニングコストはかからな

いそうです、今、情報政策課に確認しましたと

ころ。そうしますと、各会派の政務活動費で支

払ってらっしゃる、そういう通信料も削減でき

るということで、非常にメリットも多いという

ようなことで、導入コスト自体もそうかからな

いということで、現在、大体調べたところ、そ

ういうふうなことですので、場合によってはで

すね、積極的にＷｉＦｉのですね、環境整備だ

けは進めていきたいなというふうには考えてお

ります。 

○委員長（野﨑伸也君） 今のＷｉＦｉ設置に

ついてはですね、各会派の控室を整備する中で

ですね、前向きに検討していくと、設置の方向

ですよね。ということでございますので、御認

識いただければというふうに思います。 

○委員（古嶋津義君） タブレット、個人所有

の物を活用する、これは政務活動じゃだめとい

うことだったんですかね、この前は。個人で使

用するけんかなという。 

○委員長（野﨑伸也君） 前回もあったんです

が、もう一回、事務局よろしいですか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） タブレット

のですね、使う目的、あとは、使う範囲とかで

すね、そういったもので、いろいろ制限はかか

ってきますけども、極端な話、控室に置いて、

議会棟でしか使わない、持ち出さないというよ

うなところで、議会活動にしか使わないという

ような前提でですね、お使いいただけると、１

００％政務活動費ということになろうかと思い

ますが、やっぱりどうしても、それじゃ、何の

意味もないわけですから、やっぱり市民の皆さ

ん方に、そういうタブレットを持って、市の情

報を直接そこで見せて、そして、そこで御説明

したりという議員活動、それも一つの政務活動

にも当たりますけど、それが１００％個人的な

ものに使われないかというと、なかなか難しい

ものがありまして、これまでの、タブレットに

限らずですね、さまざまな事務所関係の経費と

か、そういった部分での経費については、さま

ざまな判例が出ておりましてですね、一概に１

００％政務活動費で見ることができますという

と、なかなかお答えしにくいところです。 
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○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい、了解です。 

○委員（増田一喜君） 今のあれですけど、タ

ブレットを使って政務活動費で対応できている

というようなところ、どこかあるんですかね、

ほかの自治体で。そういうふうな、使っている

ようなところ。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） タブレット

の本体自体はですね、通信料とか、そういうの

で、ああいった会社は利益を出すというところ

で、本体自体無償で提供されるというようなケ

ースが、非常にある。実際は、現実問題として

はあっております。 

 あとはですね、鳥羽市さんは、たしか当時政

務調査費で購入いただいたというふうに記憶は

しておりますけど、ちょっと詳細は確認してみ

ないとわかりません。 

○委員（増田一喜君） それを使って、情報を

とったりとかしたときに、結局有料でしょう。

情報をとるのが無料なんですか。この中身が、

ようわからんとばってんですね、タブレットが

どうなのか。スマホさえもうまく使い切らない

状況があるもんだから。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 例えばなん

ですが、公共のＷｉＦｉとかを使ったりする

と、当然無料なんですが、近い将来議会棟にも

ＷｉＦｉを設置したとしたときは、当然その通

信料はかかりません。ただ、ＷｉＦｉの環境が

ないようなところで、ルーターを、自分でＷｉ

Ｆｉをとる、そういったのをつけたりすると、

当然そういう部分についてはかかってくるとい

うふうに思います。 

○委員長（野﨑伸也君） いろいろと御意見い

ただいたんですが、今ほどまとめていきたいと

いうことで、お話をしてたんですけれども、議

会のＩＣＴ化、タブレットの件についてはです

ね、まだ皆さん方の共通認識というか、いろい

ろとちょっと、天草市をですね、視察したいと

いうような御意見もありましたんで、なかなか

ちょっと難しいのかなというところがあります

ので、先ほども項目の中でもありましたけれど

も、今後引き続きですね、また、議会改革の中

で検討していただきたいと。私も提案している

側の一人ですので、引き続きですね、議会改革

の中で、また検討いただければというふうなこ

とをお願いできればというふうに思うんですけ

れども。 

○委員（増田一喜君） 何か、またちょっとも

とに返るような気がするんだけど、タブレット

使って、議場でタブレット使ってするというの

は、投票行為とか、何か文書があって、それを

見ながら、最後の採決のときとか、賛成反対と

か、それをする、そういうのに使うような、俺

ずっと認識があるもんだから、ほかに使うとし

たら、何を使う。さっきも言われたように、外

に持っていけば、いろいろな情報が入ってくる

わけでしょう。議場であろうと、機械自体はど

んどん情報が入ってくるようになっているの

で、だけん、全く不必要な個人的な内容まで入

ってくるけんで、どこまでそれは制限ちゅう

か、それが機械自体ででくっとかもわからん

し、なかなか理解しがたいところがある。 

○委員長（野﨑伸也君） 議場で使いたいとい

うのは。 

○委員（成松由紀夫君） タブレットについて

は、多分、いろいろと課題が多いので、先ほど

言うたように、上がってくるやつでの現実的な

ＷｉＦｉのやつとか、それをすみ分けてもらっ

て、次回出してもらって。そうせんと、タブレ

ットの話になると、なかなか、それぞれ使いこ

なしている人と、わかっている、理解している

人と、どこまでどきゃんてなると、またちょっ

と話が迷路に入り込んでしまうような気がする

んで、その辺の整理してから。 

○委員長（野﨑伸也君） 今ちょっと整理して

たんですけれども、ここでちょっと、今整理さ
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せてください。 

 先ほど、繰り返しになりますけれども、今回

のこの項目、議会のＩＣＴ化については、連絡

網ですよね、先ほど言いました連絡網について

は、現状どおりの紙媒体のやつ、電話連絡もあ

りますと。現状どおりのやつと、ブラス、議員

個人がですね、使っている、欲しいところのア

ドレスだったり、そういったところ、メールと

かのところにも並行してお知らせをしていきま

すよというところで、御確認はいただきたいと

いうふうに思います。そこら辺はよろしいです

か。そこはよろしいですね。（｢テスト的に」

と呼ぶ者あり）はい、テスト的にやっていきま

すよというところです。 

 あと、タブレット等の導入については、今

後、また議会改革の中で引き続き調査検討をお

願いしたいということでよろしいですか。御意

見ございませんか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（村川清則君） またちゅうか、メルア

ドとかは、また調査されて。 

○委員長（野﨑伸也君） こちらの事務局と、

また話し合って、各議員さんに出していただけ

るのであれば、お願いをしていこうというふう

なことで進めさせてください。 

○委員（山本幸廣君） よろしかればですね、

３２人の議員さん、今３１人ですけども、流れ

をですね、じゃあ、タブレットを使うなら、こ

ういうのが、はっきり言って、今テレビでよく

流れば、画面を通してから、図で流ればつくっ

て、よう見せるじゃないですか。はっきり言っ

て、どこの党か知らんばってんが。ああいうの

をきちっと流れを図面で引っ張っていただい

て、それに各議員にですたい、タブレットにつ

いてはこういうのを、議会としてのＩＣＴ化の

中では、タブレットはこういうことに活用でき

ます、ここまでは活用できると、これ以上はで

きませんとか、そういうとを含めてですたい、

もうちょっと煮詰めれば、案外説得力もあると

思うとたい。知っとる者は知っとる、知らん者

な知らん。 

○委員長（野﨑伸也君） 山本委員、前回中山

委員のほうから出されたのを読んでからです

ね、ほかの自治体で取り入れているですね、議

会が取り入れているところの会社とかですね、

そういったところを呼んで、デモンストレーシ

ョンはどぎゃんかていう話もありましたんで、

そこも検討して、並行していければなというふ

うには思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、私が言ったの

は、天草市への視察をしたらどうかということ

で投げかけた中で、今、委員長が報告があった

ような状況ですから、理解をしますよと。 

 ２つ目じゃ、調査研究の時間が必要ですよと

いうことで、調査する中では、中山委員が前回

言ったようにですよ、今委員長言われるよう

な、そういうようなやり方もしたらどうですか

と。 

 それと、今の連絡網については、ファックス

が一番いいんじゃないですか、今のところは

と。すぐ、私もこれは提案したほうですけんで

から、メールも、今、委員長が言われたよう

に、そういうことで同時にやりましょうと。 

 あとは、ＷｉＦｉの設置については、先ほど

言われたように。タブレットについても、今増

田委員からの意見が出ましたので、そういう流

れで、ここが一番わかりにくかところであっ

て、タブレットの場合がですね。そういうのを

図面の流れというのでですね、つくっていただ

ければ、案外うまく浸透しはせんかなというこ

とです。 

 そういうことなんですね。あとセキュリティ

ーについては、先ほど来、執行部との協議が必

要であるという、ずっとこの協議項目を検討し

た中身ですね。 

 一番引っかかっとが、タブレットばっかり引

っかかっとるですたいね。これだけじゃなかで
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すもん、大体。ということで、御検討させてく

ださい。 

○委員長（野﨑伸也君） あらかた、今まとめ

させていただいたんですけれども、山本委員も

言われたですが、タブレットの導入について

は、引き続き調査していくと、よろしいです

か。検討事項として、提案した側からすれば、

そうやって残していただければありがたいとい

うふうに思うんで。 

○委員（中山諭扶哉君） 恐らくタブレットに

ついてはですね、予算のかけ方、規模、どこま

でやるかというので、全然変わってきますん

で、どこが、どういう感じでやっているかとい

うのをですね、見て来てもいいしですね、で

も、そうしないと、どこまで必要なのかという

ところもあるからですね、どこまで使うのかと

いうところもありますし、だから、それから

先、検討事項のほうが多いんじゃないかなとい

うふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） よし悪しがあるもんだ

けんな、１００％よかっばっかいなら、すぐつ

こっよかばってんが、いしれんことやってくれ

ちゃ困るもんだけんな。 

○委員長（野﨑伸也君） いろいろモラル的に

ですね、整備せんばんところがあるかと思いま

すので、引き続きの検討事項として取り組んで

いくと。 

○委員（亀田英雄君） タブレットば使えば、

こんなことができるというとを、もう少し予備

知識までいく間の話を、ちょっと出してもらえ

ばたい、そうすると、ここまででくるという話

の。ただタブレット、タブレットという、そこ

で大分温度差があるんけん。 

○委員（山本幸廣君） 委員長がおったけん、

連合の代表だけん。提案したところから、スム

ーズに通るように。 

○委員長（野﨑伸也君） 連合と改革で出して

ます。 

○委員（成松由紀夫君） テスト的な部分の導

入は、まずは、ショートメールからでいいと思

うんですよ。いやいや、というとが、うちの会

派の中で出てきたときに、メルアドばどきゃん

やって出すとかいていうところからだけん、ま

た、事務局もテスト的にやるときに、いっちょ

いっちょ、またメルアドを調べて何とかという

たっちゃあれだけん、ショートメールで、大事

なことだけ、いつ誰々さんが亡くなられまし

た、訃報ですみたいんだったら、ショールメー

ルでよかわけだけん、それぐらいのことから考

えていかんと、温度差がありますよちゅう話。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

す。 

 今回提案したのは、一番大事なところはです

ね、この連絡網の整備なんですよ。やっぱり災

害が起きたときにですね、何回も何回もして、

かからん、かからんて、安否ば、やっぱり議員

の皆さんの安否を確認するのに、これが一番大

事だろうということで、これだけは進めたいと

思いますんで、ぜひ、さっき村上委員もありま

したけど、全議員がですね、何かしらの連絡先

ばですね、登録していただければというふうに

思いますんで、ショートメールのほうも、そこ

の項目の中に入れておくということです。 

 もう一回確認します。 

 連絡網のほうの整備については進めていくと

いうこと。タブレットの関係、議場への持ち込

みとかですね、そういった関係については、今

後また協議していくということ。ＷｉＦｉの設

置については、控室を設置する際にですね、当

然設置の方向でですね、やっていこうというこ

とで、決定することに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、６番目、⑥八代市政治倫理条例の

見直しについてでございますけれども、提案の
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ほうですね、お願いしますということで、前回

お願いしておりましたが、今回、自民党会派さ

んのほうからですね、案ということで出してい

ただいておりますので、どなたか、古嶋議員で

よろしいですか。内容のほう、よろしくお願い

いたします、提案のほう。 

○委員（古嶋津義君） ３会派を代表して、私

のほうから。 

 そこにお出ししてあるとおりでございます

が、一度読ませていただきます。 

 さきの委員会の中で、委員長のほうから、案

を出していただきたいということでありました

ので、本日出させていただきました。それで

は、読ませていただきます。 

 我々、八代市議会自民党３会派として、八代

市政治倫理条例について、見直しが必要と考え

ます。 

 条例中、「市の工事等に関する遵守事項」第

１５条、議員及び市長等の配偶者、３親等以内

の親族及び住民登録上の同居者（以下関係者と

いう）は、地方自治法第９２条、――９２条は

これは議員だったと思います。第１４２条及び

第１６６条、――これは市長等だったというふ

うに思います。第２項の規定の趣旨を尊重し、

市民に対し疑惑の念を生じさせないよう、市工

事等の請負契約（下請負等も含む）、委託契約

及び一般物品納入契約（以下市工事等の契約と

いう）を辞退するよう努めなければならない、

とあるが、この条文は、平成１０年１２月定例

議会のころに策定をされ、はや１８年がたつも

ののいまだ努力目標のままである。現実的には

何らの効果もないと考える。 

 地方自治法の兼業禁止の趣旨を現実的に効果

のあるものとすることが、市民に対して疑念を

抱かせないことになる。 

 そこで、１、この努力目標を禁止項目に変更

する。 

 ２、八代市議会議員が所属する会社等におい

て、議員本人の立場が公職選挙法及び地方自治

法の兼業禁止条項に抵触していないか調査する

権限を議会に与える。 

 また、昨年１２月の定例議会において、議員

がＮＰＯ法人八代市体育協会の顧問を務めるの

はおかしいと一部議員が発言をされ、何ら根拠

はなかったものの、混乱を避けるため、ＮＰＯ

法人八代市体育協会の顧問を辞任された経緯も

あり、議員は、校区体育協会の役員を受けない

こととする等を提案をしたいということで、御

提案を申し上げます。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

 では、御提案いただきました内容について、

御報告いただきましたけれども、一読されて、

御意見等ございましたら、今、まずはお聞きし

たいというふうに思いますけれども。 

○委員（村上光則君） これは、私の会派が出

したことでもあるし、私は、見直しじゃなく

て、もう、これは廃止したほうがいいんじゃな

いかと思っております。 

 なぜかといいますと、国も、県もそういう事

例がいっぱいあるじゃないですか。他市町村に

おいてもですね、いっぱい議員さんおられます

よ。そういう形でおられるところに、うちの八

代市だけが、こんなことすると、この前も議論

があったように、議員になり手がいないという

ような話もされましたでしょう。そういうこと

で、やっぱりなり手がいないようになります

よ。だから、こういうのは、もう廃止したほう

がよかじゃなかですか。不正が起きたときはで

すね、これはもう、もちろん法的な手段でです

ね、協議をすることができるんですから。だか

ら、これはもう廃止したほうがいいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 今、村上委員のは極論

だと思います。そこに地方自治法がありますの
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で、９２条は、多分議員だったと思います。１

４２条は市長だったと思いますが、兼業の禁止

と、ちゃんと地方自治法にうたってございます

ので、その辺のところはしっかりと捉えていか

なければならない。特に、上天草市におきまし

ては、２人ほど議員辞職をされた経緯等もござ

います。その辺のところはしっかり、もう一回

御認識をいただければ幸いであります。 

○委員（成松由紀夫君） 今、村上委員がおっ

しゃられた廃止というのが、ちょっと理解しか

ねるところですが、議員のなり手がないという

ことは、やっぱり兼業で会社代表の方々が議員

になっとる現実があるから、だから、そうなる

と、そういった方々が議員になれないから廃止

するべきだという意味で捉えていいんですか。 

○委員（村上光則君） いや、それは、これか

らもそういうことが起きやせんかなと、そうい

う人が出てきやせんかなと思うわけですよ。

（｢社長さん方が」と呼ぶ者あり）うん。それ

は実際ないとは限らんですよ。それは、やっぱ

し、そういう関係者が出てくっと思うですよ。

だから、それはもう、そういう方が３親等内に

おって、不正があった場合には法的処置をとれ

ばいいんですから。今、なり手がなかですか

ら、本当に。そういうふうに、私は進めたほう

がいいと思いますよ。 

○委員（成松由紀夫君） そこのなり手が会社

社長であって云々ということ、それ以前の問題

で、これはやっぱり、そういう疑念を生じさせ

てはいけない、それと、地方自治法の兼業禁止

もある。だから、議員になられる部分であれ

ば、やはり政治倫理条例を守るというスタンス

の方がなられるべきである。そういうところ

を、いや、そういう方々も議員になってくると

きに、間口を狭めるから廃止だというのは、少

し極論なようで、市民の理解は得られないのか

なあというふうに思いますし、むしろ、議員定

数の問題のほうが、もっと、今新人さん方には

プレッシャーかかっているような話も出てきて

ますので、やはり人材発掘というか、議員もそ

ういう部分でいうところでいくと、また、全然

話がすりかわってくるので、これを努力目標で

いってて、もう何ら、先ほど言われた、どこに

でもありますよという話で、それが努力目標だ

からということで、これを禁止項目にやった

ら、また違うんじゃないかな。市民の皆さん方

にも毅然とした話ができるし、というところで

の提案ですので、そこは御理解いただきたいな

と。疑念が生じる、生じないの話ですからね、

それは。 

○委員（村上光則君） だから、さっきも言う

たようにですね、それは、県だったって、そう

いう関係者いっぱいおられるですよ。そうばっ

てん、こういう取り決めはしてないんもんです

から。だから、そういう関係者がなっとられる

とじゃなかですか。それはいっぱいおられると

思いますよ、県には。それは、ほかの市町村に

も、私が知っとる人もおられるですよ。 

○委員（前垣信三君） 済みません、ちょっと

確認です。 

 今おっしゃった、兼業ができない。兼業はど

の範囲なのか。例えば、建設業が兼業なのか、

農業が兼業なのか、商業が兼業なのか。ある自

治体で、農家を経営しとる議員さんが兼業に引

っかかりましたもんね、農業やっとって。だか

ら、兼業という意味が、うちは農業、この業で

すから、うちは商業しとる。例えば、入札関係

の絡む兼業という規定があれば別ですけれど、

兼業の禁止というのは、どういう範囲を示すん

ですか。たしかね、ほかの市議会では引っかか

った例がありますよ。上げられた、農業しとる

からといって。そのあたりをね、はっきりせん

と。 

 それと、古い山本委員さんもおいでるから、

たしか、これは沖田さんの最初ごろじゃなかっ

たかな、２親等が３親等に厳しくなったような
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気がすっとですが、そのあたりは、もし御存じ

であればですね。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 地方自治法

においてですね、市長や議員さん方、そういっ

た方々についてはですね、兼職の禁止というの

がありまして、９２条に、自治法の。その９２

条の２にですね、兼業の禁止というのがありま

す。この兼業の禁止というのはですね、要は、

地方自治体の中枢におられる、そういう方々、

いわゆる権限のある方々ですね、そういう方々

が、その自治体と請負契約を結ぶというのは、

利益相反する関係にあるもんですから、疑念を

招くおそれがあるということで、一定の制限を

かけているものです。ですから、自治法では、

あくまで市長や議員さん、本人に限って、市と

継続、反復的にそういう請負契約、これは物品

の販売購入も含むようですけども、そういった

契約行為を結ぶことは禁じております。 

 農業云々とおっしゃいましたが、その農業で

得た成果品を市に納入とか、そういう部分かな

という気はするんですが、ちょっとその辺は承

知しておりません。 

○委員（前垣信三君） 私も、しっかりした確

定ではないんですが、たしかそういう記事があ

りましたもんね。ですから、おっしゃるとお

り、兼業禁止という範囲が公共工事、もしくは

市の納入関係に絡む兼業ができないという意味

なのか、広く農業なのか、あるいは広く商業な

のか、その兼業という意味がですね、何かそう

いった書いてあるものじゃないんですよ、条文

に。（｢書いてある」と呼ぶ者あり）書いてあ

るの。（｢書いてあります」と呼ぶ者あり）そ

れば確認したかっただけです。（｢市の請負た

い」｢下請負も含む」と呼ぶ者あり）兼業ちゅ

うのは、そういう意味じゃなかですよ。確かに

農業やっとる人が上がったもん。（発言する者

あり） 

○委員（山本幸廣君） これは私の記憶もある

んですけども、兼業禁止というのは、議員さん

が会社の重役や代表者とかですね、いろんな組

織団体の代表者とか、そういうようになったと

きにも、これは兼業が引っかかるんですよ、地

方自治法の中で、９２の２の中でですね。それ

をですね、大変私も苦労したことがあります。

これはもうはっきり言って、我々自民党の仲間

に、名前言うといかんばってんですたい、大概

な苦労して、もう１人はやめらしたけんよかば

ってんですね、当時の市長と私も苦労してか

ら、いろいろと、すぐ手続等をしてですね、対

処した経緯があります。 

 市が予算計上して、そこの代表、そして給料

も何百万てもらうという、そういうのを兼業の

禁止に引っかかるんですよね。これは法的に地

方自治法にあるもんですから、これを、兼業禁

止を云々というのは、これは法的にきちっと位

置づけがあるもんですけんでから、ただ、政治

倫理については、これは八代市がみずからがつ

くった政治倫理ですから、これについては、兼

業とは別なんです、政治倫理の場合はですね。

政治倫理の場合には、もうはっきり言って、そ

れは我々が２親等、３親等まで決めた。当時で

すね。大変問題があったけんで決めた、この法

をつくったんですよ、政治倫理条例というのを

ですね。今は問題がなかけん、１８年たったけ

んでから、自民党が出しておられる、このはっ

きり言ってから、提言についてもですよ、１８

年過ぎたけんで、もう何も問題なかろうがとい

うことであれば、それを審議をする過程の、審

議するというですね、これはもう余地があると

思うんですけれども、どちらに審議していくの

かということですね。だけん、これはもう総合

的にある程度考えていかなければ、そこに、私

たちのときも、これは大変な苦労してつくった

んですよ。これはもうですね、そこまでせんで

よかろうがていうてですね、当初２親等だった

です。最終的には３親等までなったんですけど
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も、そういうひとつの問題があったから、つく

ったわけですけんでから、問題がなからんばつ

くっておらないと思いますですね。だけど、ど

この自治体も、はっきり言って、１親等、２親

等、３親等はほとんどないんですよ、どこの自

治体、地方自治体の中でも、政治倫理条例の中

でも請負契約の中ではですね。八代市が非常に

厳しいという段階だったから、今回自民党さん

から出ておる、この問題については、ひとつ提

案があっておるわけですから、テーブルの上に

のせて、議論はいいんじゃないかと思います、

私は。 

○委員長（野﨑伸也君） 事務局のほうから、

今の前垣委員のことについて。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 自治法の規

定、御承知だと思いますが、議員の兼業禁止規

定という、第９２条の２というのを朗読いたし

ます。 

 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通

地方公共団体に対し請負をする者及びその支配

人、または主として同一の行為をする法人の無

限責任社員、取締役、執行役、もしくは監査

役、もしくはこれに準ずべき者、支配人及び清

算人たることができない、という規定がござい

ますので、要は役所と取引をすることはできな

いというような内容です。 

 それが、八代の場合は、配偶者を含めて３親

等まで、親、兄弟、おじ・おば、おい・めいま

でを努力目標として、今規定しているというこ

とです。 

○委員（前垣信三君） 済みません、ようわか

りました。 

 もう一つ確認ですが、この下請を含むと書い

てあっとですが、このあたりも、何か規定があ

るんですかね。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 一応、自治

法の解釈上ですね、下請は含まないというふう

にされております。自治法上はですね、兼業の

場合。ただし、一括下請等の場合については、

適当ではないというふうなことになっておりま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） はい、いいです、いい

です。 

○委員（中山諭扶哉君） 例えば、第三セクタ

ーとかも、そこに入ってくるわけですか。会社

をつくっているところで、第三セクターとか

で、そこの役員とか、そういうのも全部入って

くるわけですか。 

○委員（山本幸廣君） 入ってきます、全部入

ってきます。全部入ってきます。普通調べんけ

んね。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません、もう一

回、その範囲まで、取締役、監査役、何か。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 申し上げま

す。 

 地方自治体に対し請負をする者及びその支配

人、または主として同一の行為をする法人の無

限責任社員、取締役、執行役、もしくは監査

役、もしくはこれらに準すべき者、支配人、清

算人たることができないという規定になってい

ます。 

○委員（中山諭扶哉君） わかりました。あり

がとうございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。 

○委員（増田一喜君） もともと地方自治法、

それから、公選法の中の兼業禁止というところ

であるけんで、実際的にはですね、しとられた

ら、会社の社長とか、要は、自治体との工事関

係の契約ですよね。それをやっちゃいけないと

いうふうに、大体うたっていると思うんですよ

ね、中身としては。だから、通常であれば、性

善説でいけば、そういう方々は立候補しないだ

ろうと、また、してはいけませんよってなって

いるから、普通はしないんですよね。そこをし
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てくるちゅうのは、少し、いささか問題がある

んでしょう。だから、こういう疑義が発生する

ということにもなりかねない。それは、私も前

にですね、聞いたことがある。前垣委員が言い

なったように、最初は２親等、八代市の政治倫

理では２親等という議論があってたけど、それ

がぽんと３親等に変わって、より厳しくなりま

したということがあった。前にも、一遍そうい

う問題が議論されて、結局は、ある意味じゃう

やむやと終わったような。今度は兼業禁止とい

うことで、私が議員になりたてのころ、執行部

に聞いたことがあるんですけどね、じゃあ、兼

業禁止に係る議員さんとか、会社といのうはわ

かるのちゅうたら、どうもしっかり調べないみ

たいですね。書類は出てくるけど、いろいろ複

雑であってわからない。ただ、一応、この兼業

禁止の解釈では、社長とか支配人だ、監査と

か、云々とか言ったけど、それに準ずる者、実

質的にその会社の運営ちゅうか、そういうのに

深くかかわった人も、その中に含まれるという

解釈になってるみたいです。だから、そういう

のを調べるという権限があれば調べられるんで

しょうけど、なかなか難しいみたいですよ。だ

から、ここでは兼業禁止ですね、抵触しないか

を調査する権限を議会に与えたらいかがかとい

う一つの提案。 

 それと、十何年やってきてですね、この禁止

項目を、１番目のやつですね、禁止項目を十何

年やってきて、そして、それが皆さんに浸透し

ただろうから、今度は努めるという文言じゃな

くて、禁止するといったほうが、はっきりする

んじゃないかなという思いの中からしているん

です。それが、いつまでも努力もする、結局う

やむや、うやむやで流れてくるような気がして

ですね。それだけなったら、皆さん浸透したん

だから、はっきり禁止しますというふうな表現

をしたほうが、もっとわかりやすいのかなとい

うことで、この提案になっております。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 ちょっと委員長からなんですけど、２番の提

案で、権限を議会に与えるというのがあるんで

すけれども、調査する権限というのは、例え

ば、百条委員会みたいな意味ですか。 

○委員（増田一喜君） いや、そこに出される

書類とか、そういうのであって、それとか、調

査、どの立場におられるかということですよ

ね、抵触するような。だから、難しいちゅうん

ですよ、そこが。こうやって書いてるけども、

議会に権限を与えるという、与えますというん

であればいいけれども、ない中でやらないけん

から、なかなか難しい。 

○委員長（野﨑伸也君） 具体的にですね、ど

きゃんふうな状況、委員会ば設置して調査する

のか、議会としては、多分そぎゃんことばせん

限りは、個人では無理だろうけんですね。そぎ

ゃんところを、ちょっと具体的にですね、お話

ば出していただかんと、皆さんが、多分ちょっ

と、会派に持ち帰っての検討というのが、非常

に難しいのかなと思うんで。調査権というの

が、どこら辺に当たるのかが、いまいちちょっ

とわかんないというのがありました。 

○委員（中山諭扶哉君） 例えば、今の八代市

の政治倫理条例なんですけど、他市の例ていう

のが、さっき言われた２親等以内、３親等以内

とか、親族、例えば、姻族まで入っていると

か、どこまで入っているのかがわからないです

ね。最初のテーブルがよくわからないので、ち

ょっと議論する前に、その資料があればなあと

いう話。難しいです、全部が全部やってくると

ですね、非常に数も多いし。 

○委員（山本幸廣君） 関連ですけどもです

ね、今、増田委員が言われたように、これはち

ょっと目を通したんですが、これは大分市議

会、大分市議会で資産等の報告書等の提出がで

きると、求めることができると、議員に。今、

増田委員が言われたように、わからんて、資産
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は、どこから、会社から幾らもらっとるのか、

そういうのはわからないから、法人も含めてで

すよ、第三セクターも含めて。そういうとき

に、わからないから、資産等の報告書を、関係

のある議員さんには提出をしていただくという

ことができるという、これは大分ばってんが。

うちんとは、これは入っとらんけん、入ってな

いですから。 

 だけん、大体はそうだけんでから、選挙に出

るときは議員というのは、経歴も要るだったよ

な、どこそこの顧問とかな、どこどこの会社の

もんたい。書かんやつが、書いとらんとがおっ

たけんでから、おるわけたい。調べんけんでか

ら、今増田委員が言ったように。これについて

は、資産等の報告書等の提出を求めると、そう

いう関係者についてはということでうたっとう

と思う。うちはうとうとらんもんね、だけ、わ

からんと思う。だけ、わからんだったのが、わ

かるごとなったったい、うちんとは。何年前ん

とは、１０年ばかり前んとは。周りからもだや

こらすだもんだけんでから、周りからばれてき

たけんでから、調べもしようがなかろうが。 

○委員（亀田英雄君） 事務局にお願いです

が、公民権との関連性、地方自治との関連性、

そうすると、あと、これを設置したことによる

何らかの法律に抵触しないのか、これば強制し

たことに対しての。その辺ばちょっと調べても

らえれば。 

○委員長（野﨑伸也君） 御要望的なところが

ございましたけれども。 

○委員（成松由紀夫君） そもそもですよ、そ

もそも、やっぱり議員さん、市長さん、そうい

う権限のある人が、そもそも、やっぱり市の請

負を、契約行為してやるのはおかしいから、努

めなければならない、辞退するように努めなけ

ればならないという、そもそもの話なんですよ

ね。だから、市民の皆さんからも、政治倫理条

例はという話がいろいろ出てくるときに、私

は、詳しくは知りませんけど、例えば、中村市

長が３代続いた建設会社でも、政治倫理が、や

っばりあるからたたまれたように、私は感じる

んです。だけん、これは私の思いですよ。だか

ら、政治倫理条例についてちゅうのは、これは

倫理条例ですから、モラルの範囲だし、やっぱ

りいろんな部分で、それぞれの方々の受けとめ

かた、それと努力規定ということもあっとです

けど、やっぱりそこら辺をですよ、やっぱり厳

粛に受けとめていく方と、またいかない方とい

うのもある部分で、ここをしっかり線を引く部

分では、禁止項目にするというほうが、市民に

もわかりやすいし、そういうですね、請負を契

約上よろしくないからちゅうことで、多分こ

れ、平成１０年のときにつくられているんです

よね、当時の先輩議員さん方が。で、そこを禁

止項目ではなくて、努力規定にしていく中で、

そこの、やっぱり倫理的なものを、議員として

のですね、倫理的なものをしっかりと考えて、

辞退していってくださいよという話から、もう

何年もたっとるわけですから、もう、なま２０

年になってくるわけなんで、やっぱりこの辺の

ところは、それで、きちっと何もなければです

よ、いいんでしょうけども、やっぱりいまだに

請負をされとるようなところがあるでしょう。

だけん、そこら辺はどう考えるんですかという

ところは、今問われているんじゃないかなとい

う話ですけど。 

○委員（山本幸廣君） だけんな、これは当時

を振り返ればですね、やっぱ、与党議員に関係

する業者さんが、余りにも指名が入って、そし

て、その方々が多くとられてしまっておられた

と、そういうのが、一つの例があってですね、

じゃあ、それならば、万遍なくするために、や

っぱり契約の請負を、１親等か２親等にしとる

け、最初は１親等でしようかなということもあ

ったんですよ。後から、それが２親等になっ

た。最後には、まだ通るもんだけ、３親等にな



 

－24－

った。なってくっとたい。厳しゅうなってこん

ば、ただ努力規定というたのは、努力規定はで

すね、これは一つの法的なですね、法に抵触す

るけんな、だけん、努力規定にしとっとだけん

ですから、これは調べてんかよ。と、私たち

は、その当時つくったほうだけんな。 

○委員（亀田英雄君） さっき私が言った話の

整理ばしてほしかっと、今、山本代表が言いな

った部分、努力規定になっとる経緯というと

ば、きちんと、次回に報告していただきたい。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、わかりまし

た。 

 いろいろとですね、御意見いただきまして、

きょう提案された部分ですので、皆さん、多分

この場ではというのはあるかと思います。まだ

いろいろとですね、会派で話をしていただけれ

ばというふうに思います。 

 済みません。 

○委員（古嶋津義君） 私どもは、合併後に来

ました。そのときは、もう既に、この政治倫理

条例はできておりまして、３親等までだった。

合併後にですね、山本委員が議長時代に、２年

目かなんかにですね、これも一回提案をしてや

りましたが、このままでいこうかいという話、

そのときはいろんな議論がありましたが、その

ままになっておりました。 

 なかなか、今、話の、市民の皆さんから疑念

を抱くようなことも言われますもんで、そうい

うことで御提案をしたということでございま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

 済みません、御提案いただいた部分につい

て、一旦持ち帰りをしていただきたいというふ

うに思います。 

 あとですね、１つ、委員長からお願いなんで

すけれども、自民党さんからは３点ですね、御

提案があっております。２点目についてです

ね、調査する権限を議会に与えるという部分に

ついては、少し理解が、ちょっと共通認識でき

てない部分がありますんで、具体的にどういっ

た部分で、どういうふうにしたらできるんじゃ

ないかというようなところで、もう一回御提案

のほうばですね、していただければというふう

に思います。 

 あと、あわせてですね、村上さんのほうから

ありました、村上さんの会派のほうからは、こ

れは廃止するべきだというような御意見もあっ

てますので、あわせて、会派で御検討いただき

たいというふうに思います。 

 ということで、お持ち帰りをお願いをしたい

というふうに思いますけれども、次回の委員会

で、また、引き続き協議するということに御異

議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 本日の議会改革に関する協議はこの程度にと

どめたいと思いますが、御異議ございません

か。（｢下んと」と呼ぶ者あり） 

 それでは、⑦番、正副議長の選挙制度確立に

ついて、（｢いやいや、違う違う」｢昨年１２月

のとか」｢校区体育協会長」と呼ぶ者あり）だ

けん、合わせて３点をということでお願いして

ます。自民党さんからは３点ありましたという

ことで、お持ち帰りくださいということで、

今、お話をしました。よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

 それでは、本日の議会改革に関する協議はこ

の程度にとどめたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

（｢委員長、７番までいっていいんじゃないで

すか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） いや、ちょっと済み
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ません、きょうは、ちょっとここで終了したい

と思います。委員長の権限で申しわけないんで

すけれども、よろしいですか。（｢この７番、

早く終わると思うけどな」と呼ぶ者あり）済み

ません。 

 それではですね、次に、次回のですね、開催

日について御協議願いたいと思いますが、取り

決めでは、毎月第１及び第３木曜日となってお

ります。次回は５月１８日となっております

が、いかがいたしましょうか。 

 なお、６月定例会招集告示日の議会運営委員

会は、５月２９日となっています。あわせてお

含み置きをいただきながら、御協議いただけれ

ばというふうに思いますが。（｢５月１８日は

だめ、管外視察」と呼ぶ者あり）じゃあ、もう

２９日の招集の議会運営委員会の、月曜日です

ね、５月２９日が次の議会招集のですね、議運

になりますんで。（｢これは何時」と呼ぶ者あ

り）１０時です。 

 よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次回の議

会運営委員会の開催日は、御協議いただきまし

たとおり、５月２９日月曜日１０時からという

ことに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 お持ち帰りになりました項目については、次

回の会議までに意見集約のほうをお願いをして

おきます。 

                              

◎その他 

○委員長（野﨑伸也君） 次に、２番目の議

題、その他について、何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 何もないということ

でございますので、それでは、以上で、議会運

営委員会を閉会いたします。 

（午前１１時４２分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年５月８日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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